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西荻窪駅前滞留者対策連絡会 
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１ 計画策定の背景 

首都直下地震（マグニチュード７．３、震度６強）が午後２時に発生した場合、

杉並区内には、学校や会社にいる人、買物をしている人、移動中の人で約３４万

人の滞留者が発生すると推計されている。西荻窪駅周辺では、ＪＲ中央線の乗降

客や駅周辺の買物客などにより、数千名の駅前滞留者が発生することが見込まれ

る。       

※西荻窪駅の一日あたりの平均乗降客数（２０１６年） ８９，３３２人 

（乗客数４４，６６６× ２） 

鉄道機関では、全線が停止となり線路や駅舎の点検確認に入り、被害状況によっ 

ては数日間の運行停止となり、徒歩による帰宅困難者が多数発生すると想定されて 

いる。 

（参考）東京湾北部地震による杉並区での被害想定（平成 24年 4月発表） 

  ・規模 M７．３  ・時間 午後６時  ・風速 ８ｍ 

死者 ５５６名  

負傷者 ４，８４９名  

建物被害（全壊） ３，６９２棟  

避難者数 １７６，３６９名  

徒歩帰宅困難者 ９２，３５７名 このうち、行き場のない帰宅困難者が１８，０２４名 

※行き場のない帰宅困難者 

   徒歩で自宅へ帰宅することのできない人（徒歩帰宅困難者）のうち、学校や会社 

  などに留まれる場所（行き場）のない人 [例：来街者や日帰りのビジネスマンなど] 

 

２ 計画の目的 

○ 大規模地震等発生時の西荻窪駅周辺地域で想定される、滞留者や帰宅困難者の 

発生による混乱を防止し、安全に暮らせるまちづくりに資する。 

○ 西荻窪駅周辺の事業者等関係機関との連携をさらに強め、災害に強いまちづく 

り確立する。 
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３ 計画の位置づけ 

西荻窪駅周辺エリア防災計画は、杉並区地域防災計画「第２部第８章 帰宅困 

難者対策」及び「西荻窪駅前滞留者対策行動ルール」に基づき、帰宅困難対 

策、駅前滞留者対策をより具体化し、推進する計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の対象期間及び推進 

○ 本計画は、期間を定めず、PDCAサイクルにより、計画にそって取組の実施、 

結果の検証、改善、計画へのフィードバックを行う。 

○ 本計画をより実効性のあるものとするため、本計画の趣旨・内容を、西荻窪駅

周辺住民をはじめ、幅広く周知を図り、関係者の理解と協力を深めていく。 

○ 本計画に記載する滞留者等の安全確保に向けた取組等が、災害時にも円滑に実 

 行できるように、定期的に訓練等を実施する。 

※ 期間を定めず、ＰＤＣＡサイクルにより、計画に沿って取り組み、結果の 

 検証、改善、計画への反映を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ

計画の策定

Ｄｏ

取組

Ｃｈｅｃｋ

検証

Ａｃｔｉｏｎ

計画への反映

杉並区地域防災計画

第２部 第８章 帰宅困難者対策

西荻窪駅前駅前滞留者対策行動ルール

基本的な考え方、平常時の準備、発災時の対応を規定

西荻窪駅周辺エリア防災計画

行動ルールををより具体化し推進するための計画



３ 

 

 

 

５ 地域特性及び課題 

○ 杉並区内を通るＪＲ中央線の４駅で最も西にある西荻窪駅は、小規模な店舗

が密集した商店街が駅を中心として広がり、駅から離れていくにしたがって静か

な住宅地が集積している地域である。 

○ 西荻窪駅には、中央線と総武線の２路線が運行しており、ラッシュ時には１編 

成で数千名が乗車している。 

○ 駅周辺の道路状況は、駅舎東側の南北道路は、交通量が多くバス路線となって 

いることに加え、青梅街道と五日市街道などに通じる生活道路となっている。 

○ 駅前広場は、区内のＪＲ中央線の他の駅に比べると狭く、また駅周辺には多く 

の人々が滞留できる公園等のスペースもあまりない。 

○ 駅周辺には、吉祥女子中学・高等学校や東京女子大学などの学校があり、多く 

の生徒や学生が西荻窪駅を利用している。 

○ 大部分の信号が停止により、事故や交通渋滞が発生する恐れがある。 

○ 駅周辺の商店街、施設等の利用者が、情報を求めて一時的に駅に集中すること 

が予想される。 

○ 各施設は、可能な限り利用者保護を行うことになる、施設の安全性が確認でき

ない場合や、 小規模店舗等で滞在場所がない場合、利用者が駅周辺に滞留する

ことが予想される。 

 

６ 災害発生時の連携・協力体制 

多くの帰宅困難者が滞留すると想定される駅周辺等で情報提供を行うとともに、 

状況に応じて安全な地域や一時滞在施設への避難誘導、一時滞在施設の運営協力を 

行う。（イメージは次ページ） 

  

【今後検討すべき課題】 

○ 行政・鉄道事業者・商業施設等、関係機関の役割の継続的な検討 

○ 発災時における情報の共有、提供方法 

○ 配慮が必要な滞留者（障害者・高齢者・妊婦・乳幼児・外国人等）の対策 

○ 一時滞在施設等への誘導方法及び誘導主体の具体化 
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＜西荻窪駅周辺の帰宅困難者対策（イメージ）＞ 

○ 西荻窪駅周辺では、駅北口及び南口に情報提供ステーションを設置し、駅周辺の 

屋外滞留者に対し、災害関連情報の提供を行う。 

また、駅構内の安全が確認された場合は一時滞在場所への誘導を行い、一時滞在 

施設が開設された場合や、近隣の施設に滞在スペースを確保できた場合には、当

該施設への誘導を行う。 

 

 

桃井第三小 

高井戸第四小 

桃井第四小 

三谷小 

井草中 
四宮小 

井荻中 

桃井第一小 

井荻小 

荻窪中 

神明中 

荻窪小 

西宮中 

松庵小 

高井戸第二小 

宮前中 

善福寺公園・ 

東京女子大学一帯 

桃井原っぱ公園一帯 

上井草スポーツ 

センター一帯 

西荻地域区民センター 

情報提供ステーション（駅近くに設置） 

・滞留者への情報提供 

・一時滞在施設、広域避難場所への避難誘導 

  情報提供ステーション 

  一時滞在施設 

  広域避難場所 

  震災救援所 

避難誘導 

※避難ルート沿いの

事業者は、避難誘導

の矢印等を掲出 

井草八幡宮一帯 
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７ 災害関連情報の提供 

(1) 情報収集及び情報提供 

○ 区は、国、都、警察、消防、マスコミ、鉄道事業者、公共機関等から災害関 

連情報（公共交通機関運行状況、道路被害状況、一時滞在施設開設状況等）の 

収集を行い、収集した情報を、防災行政無線等を通じて、公共交通機関、避難 

所、一時滞在施設等へ提供する。 

○ 鉄道事業者及び駅周辺事業者、町会、商店会等（以下「駅周辺事業者等」と 

いう。）は、屋外滞留者への情報提供の場として、駅周辺に情報提供ステーシ 

ョンを設置する。 

 

(2) 情報提供ステーションの運用 

○ 情報提供ステーションは、鉄道事業者、駅周辺事業者等が連携し、５名程度 

の人員により運営する。 

○ 駅周辺事業者等は、自助の取り組みが一定程度落ち着いた後に情報提供場所 

に参集し、情報提供ステーションを設置する。 

○ 区は、駅事業者及び情報提供ステーションに防災行政無線等により災害関連 

情報の提供を行う。 

○ 滞留者への情報提供は、トランジスタメガホンを使って広報を行う。また、 

区が事前に準備した西荻窪駅周辺地図を配布し、近隣の広域避難場所、一時滞 

在施設等の案内を行う。 

 

(3) 情報提供ステーション設置備品（例） 

○ テント        ○ 机、椅子      ○ 投光機及び発電機 

○ 筆記用具    ○ コードリール  ○ トランジスタメガホン 

○ 看板      ○ ベスト     ○ 地図（配布用） 

○ ベスト       ○ メガホン     ○ ヘルメット 
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(4) 情報提供場所 

＜西荻窪駅＞ 

８ 避難誘導 

(1) 避難誘導方法 

＜第１段階（災害発生から一定程度落ち着くまで）＞ 

○ 施設管理者や鉄道事業者は、施設内の従業員、利用者を施設内に待機させ、 

安全が確認できるまで外に出歩かないようアナウンスを行う。 

○ （建物の被害や火災等で）施設の安全性が確認できない場合や、利用者が収 

 容範囲を超えているなどの理由で利用者を施設外に誘導する際は、情報提供ス 

 テーション等で情報を共有するとともに周辺の空地等の安全な場所までの避難 

 誘導を行う。 

○ 安全な場所までの避難誘導経路が道路を横切る場合には、信号が停止してい 

る等の状況で相当な混乱が予想されることから、横断歩道の両端に人員を配置 

して避難誘導を行う。 

＜第２段階（一時滞在施設が開設されてから）＞ 

○ 施設管理者や鉄道事業者は、引き続き従業員、利用者の施設内待機を促す。 

○ 一時滞在施設が開設された後、駅周辺事業者等が、西荻窪駅周辺にいる屋外 

滞留者を桃井原っぱ公園や一時滞在施設まで避難誘導する。 

○ 避難誘導は、ヘルメット、共通のベストを着用し、誘導灯及びメガホンによ 

 
「情報提供ステーション」 

設置想定場所 
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り行う。 

○ 広域避難場所、一時滞在施設までの避難ルート沿いの事業者は、避難誘導の 

ための矢印等を掲出する。 

 

９ 一時滞在施設の運営 

(1) 西荻窪駅周辺の一時滞在施設（平成30年11月現在） 

西荻窪地域区民センター（区立 杉並区桃井４－３－２ 

   最大受入人数（６２５名） 

(2) 杉並区内の一時滞在施設（平成30年11月現在） 

施設名 所在地 
最大受入 

人数 

＜民間＞   

創価学会 

杉並文化会館 
杉並区阿佐谷南３－５１－３ 100 

立正佼成会 

大聖堂・第二第参会館 
杉並区和田２－１１－１ 500 

松本工業株式会社 

宮前ビル 
杉並区宮前１－２０－３２ 50 

東京土建一般労働組合 

杉並支部 杉並区高円寺南１－１７－１５ 100 

ネッツトヨタ東京（株） 杉並区下高井戸１－１７－１５ 100 

＜区立＞   

井草地域区民センター 杉並区下井草５－７－２２ 300 

西荻地域区民センター 杉並区桃井４－３－２ 625 

荻窪地域区民センター 杉並区荻窪２－３４－２０ 605 

阿佐谷地域区民センター 杉並区阿佐谷南１－４７－１７ 300 

高円寺地域区民センター 杉並区梅里１－２２－３２ 950 

高井戸地域区民センター 杉並区高井戸東３－７－５ 625 

永福和泉地域区民センター 杉並区永福３－８－１８ 300 

＜都立＞   

杉並高等学校 杉並区成田東４－１５－１５ 493 
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(3) 一時滞在施設の開設 

各一時滞在施設は、施設の損傷や施設利用者の滞在状況を確認し、一時滞在施 

設の開設の可否を区に連絡する。 

区は、開設した一時滞在施設に関する情報を防災行政無線、Ｌアラート、エリ 

アメール、防災情報メール、ホームページ、ツイッター等により、鉄道事業者、 

情報提共ステーション等に情報を提供する。 

 

(4) 一時滞在施設の運営内容 

一時滞在施設の運営は、各施設のマニュアルに基づき、主に以下の項目につい 

て、区が派遣する帰宅困難者対策班と施設管理者が協力して行う。突発事象発生 

時については、協議して運用し、応援が必要な場合は区災害対策本部に連絡して 

要請する。 

○ 帰宅困難者の滞在スペースの提供 

○ 施設滞在者への食料、水、生活物資等の提供（施設への物資運搬含む） 

○ 施設滞在者への災害関連情報（被災状況、交通情報等）の提供 

○ 施設滞在者への通信連絡手段（特設公衆電話、携帯充電器等）の提供 

 

(5) 一時滞在施設運営支援 

区と施設管理者のみでは施設の開設、運営が困難であることが予測されること 

から、鉄道事業者、駅周辺事業者等（１施設あたり５人程度）は、以下の項目に 

ついて一時滞在施設の運営支援を行う。 

○ 備蓄物資の運搬及び配布 

○ 一時滞在施設運営用資機材の設置 

○ 施設内の防犯、警備 

 


